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第8編 審査体制

第1章 総則

第1節 目的

第1 入国事前審査及び在留関係諸申請の増加と申請内容の複雑多様化する中にあって、限ら

れた要員で円滑かつ秩序ある外国人の受入れのための入国・在留管理を行うため、審査業

務をとりまく現状を踏まえ、その業務処理体制を整備し、事務処理の適正化及び効率化を

図ることを目的とする。

第2 地方局等及び出張所において審査業務を行うに当たって、事案の難易に応じた審査体制

の確保、事務の進行管理その他審査処理上の留意点を定め、より一層の円滑な審査業務の

実施を図る。

第2節 審査体制の整備

地方局の長は、本編に定める事項を基に各局の実情に応じた審査体制を整備し、第1節

の目的を達成する。

第2章 審査体制

第1節 窓口の整理

第1 窓口の整理の基本

申請又は届出（以下「申請等」という。）の受付時間の明示、受付窓口の事務名の表示、

申請手順の明示等を的確に行い、申請窓口の事務処理が円滑に行われるよう措置し、迅速

かつ的確に申請案件の処理が行える体制を確立する。

また、部門の責任者である首席審査官は、申請等窓口の整備、受付事務の状況の把握、

窓口事務の効率化に努めなければならない。

第2 申請等受付時間

全国統一した受付時間を設定、公示することにより申請者の利便に資するとともに、受

付後の審査時間を確保し、的確な審査を行う。

1 原則

申請等受付時間は、平日午前9時から12時及び午後1時から同4時までとする。

なお、地方局及び支局（成田空港、中部空港、関西空港及び羽田空港の4支局を除く。）
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においては、各地方局等の実情に応じ、午後12時から1時までの昼休み時間帯も、一部

窓口業務を実施することとする。

また、混雑状況等によって窓口の増減を図るなど臨機応変な対応に努める。

2 特例

地方局の長は、次の案件について、出入国在留管理庁長官の承認を受けて申請等受付時

間を変更することができる。出入国在留管理庁長官から承認を受けて受付時間を設定する

場合には、当該申請案件に係る受付時間をあらかじめ申請人等に周知するための措置をと

る。

(1)団体又は一度に多数の申請が見込まれる、在留資格「興行」、「特定技能」、「技能

実習」、「留学」及び「研修」に係る申請案件

（2）地方局等又は出張所の業務の実情から、特に申請を受け付ける曜日を設定することに

より効率的な業務処理が図ることが可能となる申請案件

3 留意事項

地方局等又は出張所の長は、前記1又は2の申請等受付時間以外の時間に申請人等が出

頭した場合で、当該申請等を受け付けないことにより不法残留になる等の事情が認められ

る場合は、当該申請を受け付けることができる。

第3 窓口の整理

1 案内表示

（1）申請等受付時間を日本語、英語等の2か国以上の言語で申請人等に分かるよう明示す

る。

（2）各窓口に担当する業務を明示する。

（3）申請等の受付から処分までの流れを明示し、申請手続等を案内する。

2 窓口の配置

（1）円滑な申請等受付及び事務を行うため、窓口の配置を工夫する。

（2）取次申請のための窓口を設け、又は取次申請の受付担当官を指名する等、多数の申請

等受付案件とその他の案件の受付を整理し、円滑な申請等受付業務に努める。

3 番号札等の交付

申請等の順位を明らかにすることにより待ち時間の目安が申請人等に分かるよう、必要

に応じ番号札等を交付する。

4 登録支援機関の登録又は登録の更新申請については、専用窓口を設けて受け付けるなど

の措置を講じる（第10編の3第2節参照）。

5 構造改革特別区域法及び地域再生法に基づく特例措置の対象となる外国人及び在留資格

'
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｢高度専門職」に係る諸申請については、専用窓口を設け受け付けるなどの措置を講じる

(第10編第12章第1節第1の2（2）及び第2節第1の2並びに第12編第2章第2

6節の2第9（1）参照）。

第2節 申請の受付

第1 案件の振分け

1 振分け担当者の指名等について

（1）首席審査官又は所長（以下「首席審査官等」という。）は、申請を受け付けた案件の

振分けを行うのに適切な者を振分け担当者に指名し、迅速かつ適正な振分けの実現を図

り、効率的な審査に努める。なお、指名に当たっては、各部門等の実情に応じ、振分け

担当者を複数名指名することを妨げない。

（2）申請を受け付けたときは、所要の電算処理を行った上で速やかに振分け担当者が案件

の振分けを行う。

（3）振分け担当者は、A案件に振り分けた案件を速やかに決裁に回付し､公を除く案件に
振り分けたときは、速やかに担当者を決定し、配分する。

（4）決裁の回付は、各庁の決裁規程によるものとするが、振分け担当者以外の者が確実に

1人以上決裁に関与するものとする。

（注）申請案件の少ない官署など、前記（1）から（3）までに基づき申請案件を振り分

けて案件を処理することが必ずしも合理的でない場合は、地方局長の承認を得て、各

官署の実情に応じて案件を処理することができるものとする。

2 次の申請又は届出案件については、原則として即日処理する。

（1）資格外活動に係る包括許可案件

（2）就労資格証明書交付申請に係る審査の一般原則に定める交付案件

（3）出国準備のための期間を付与する場合の「特定活動（出国準備）」又は「短期滞在」

への在留資格の変更案件

（4）出生に基づく在留資格取得許可案件（永住者の在留資格に係る在留資格取得許可案件

を除く。）

（5）再入国許可案件

（6）住居地以外の在留カード記載事項変更案件

（7）在留カードの有効期間更新案件

（8）在留カードの紛失等による再交付案件
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（9）在留カードの汚損等による再交付案件

(10）在留カードの交換希望による再交付案件

(11)再交付申請命令による在留カードの再交付案件

(12）証印転記願出案件

(13)申請のための出頭に半日以上を要する遠隔地に居住する者又は高齢者、病気療養中等

のため人道上配慮する必要があると認められる者からの申請で、明らかに許可相当と認

められる案件

藤繍霧灘霧霧蕊繍蕊繍溺(注）

｜蕊灘灘謹選 …聾"舞繁f蕊辮恥麓.､惑濯侭￥

’
（14）出国準備のための「特定活動」を付与された者が､ 在留期限の直前に申請した案件の

うち、前回と同じ申請内容である等、不許可が明らかな案件

3 振分けの分類

（1）許可（交付）相当の案件 A案件

（2）慎重な審査を要する案件 B案件

（3）明らかに不許可相当の案件 C案件

（4）資料の追完を要する案件 D案件

4 振分け後の再振分け

D案件に振り分けられた案件について、追完資料の提出後ただちに振り分け担当者等

は、A、B又はC案件への振り分けを行い、処理の促進を図る。

5 振分けの考え方

(1) A案件

後記の（2）から（4）までに掲げる案件以外の案件については、A案件として速や

かに処分を行う。

(2) B案件への振分けの分類

ア 共通事項

次のいずれかに該当する案件。ただし、後記の（3）及び（4）に該当する案件を

除く。

鳶蕊蕊謹 蕊蕊蕊羅(ア）

藤議議溌騨蕊難蕊鶴雛灘灘灘懸

１
１
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ウ
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(注）

|蕊§擬蕊’
①

礁
良: ;至副

吾

’
一鼠苧

･可乃,

諏哨
時『二面 ，1割f蕊蕊② 鱗と 歩\割1

－ 時『二面 I遙割蓋善導j
己』身

野

’(エ） :争玲､草 4
誰尋

Tb ｺｰ起望

(注）

| 1
蕊脅鐵

季 ~'

溌舌① 蕊

’’ 乎

燐一一,鍋

?、r1可一

②’ 識
寺

蕊蕊
＝

ｺｰ1 砕沁

‐哲弾謎
＝ ~－ｰ

イ 就労資格（「特定技能」の在留資格は除く。）

”
屈
興
ロ
エ

週

・

匡

識
鐘 遥蕊鑑識蕊 ’

唾萄萱輻

蕊蕊蕊謹

辮
懲
《

》》認
爵
《
甲
含

》籍 恥も蓉

辮
錘逐一炊古､、碇韓騨

》
ふ
き
ザ
■

牛
澤
路

凸

只
予
と

A'3

師誠
一L乱｡

,溌

謹溌
1両乳

騎鍔 ,皇旋『r
可奔重野匂

、蕊
勾

坐＝

d死

誓月瀞蕊廊戦f勇雑蒋盤《 今百二jlJl1ロムーーー子守脾_聖'二蛍琴蕊T＝､r‘Jヱニ

鷺腫一|｜、薄二一 ・‐
|’ 雷稚?~ ,、
|『 ﾏｰｰｮ ｰ 』一

皇．壁 拳： ‘,"､罪~~、”『ー‐‐
－－~一一~一 言 一

難雛
が

認識鯵鍾導!-J=4| 3,､．釧割弱簿

!｡'~－4－』 可&
'が が

L

，11▲T b 卓1 3 動 空縮慰､鞭篭
＝埴

胴
哩
Ｆ
■
、

環
一
言
蔀

、
イ
迦

閥

一

一‐到恥部酬》
Ｑ“可錆．(ア）

炉
尋
ｆ

げ
、

.?｣||［
＝

，
門
‐

Ｊ
■
計

評
川
岫

小窓

’JP

寺
具
・
Ｌ
ｌ

Ｉ
」

－．ワ恥Ｌ秒』｜

》一穂一筆 1:鱗&;‘,勢 需鷺蕊： 璽璽豊謹蕊

三
鳶
］
塾燕

ー 一 寺Iｊ
①

②
イく ]甥， 遁畿淨手 画号毛

罐"篇,乳I
厚さ
鋲 鞘

瀦
吋ぞ

だ

些蕊 ー莞

’’

《拝

■畠山】ｌ
‐剴ｆ曲

載可＝壺曹' lp私

\ 些 盲十一〆
鼻司

箪:M, ･'_Aざ野瞳‘
･ 一 幸 巳申｜ ﾆｰｰｰｰ’

リモ .

｣4誤

壱癖 ‘蕊
1

襖

,づ

昌
一公司． ;琴罵謂 ｵ台

１
－
１

－奇実９ ,UJ． 蕊三m’．‘ 篭念ii

句
恥
．

釘
叫

鐸
訂

■
■
１
口
■

③

蕊蕊蕊 ’三厩蕊蕊驚蕊驚灘蕊
刺．

鳶鶴
貸ｳﾛ －J

I瀞
ﾄr

告』

ﾐ泰 壹一癖
『礎醒ウロ ーー, 壹磁句‘

＝印D - 目一K』

【j〕

ウ 特定技能

~
エ 非就労資格

ｊ
ｊ

ア
イ

く

蕊灘：鑿蕊蕊議

(ウ）

溌羅露罵

-5－



第8編 審査体制
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(4) D案件

現に提出されている申請書及び立証資料のみで許否の判断が困難な案件

6 振分けに当たっての留意事項

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■(1）
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(2） ■
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第2 申請記録の整理・保管

許否の決定を終えた案件（即日処理とする案件を除く。）は、申請人又は申請取次者の

出頭の場合に備えて受付日別、受付番号順、在留期間（入管法第20条第5項（第21条

第4項で準用する場合を含む。）に規定する場合を含む。以下この編において「在留期間」

という。）の満了日順等に整理・保管するものとし、迅速かつ適正な証印業務を行うこと

ができるよう、審査中の案件等とは区別して保管するものとする。

第3節 進行管理

第1 担当官の指導

1 首席審査官等は自ら又は統括審査官若しくは上席審査官をして、適宜担当官の事案概要

書（本要領第10編第1章第3節第2の1参照）作成等の指導を行い、第4節第1に規定

する標準処理期間内に処理するよう努めなければならない。

2 首席審査官等は、統括審査官､振分け担当官及び審査担当官等による定期会議を開催し、

在留資格該当性、上陸許可基準適合性等の判断の指導を行うこととする。

第2 配分替え

首席審査官等、統括審査官、振分け担当者等は、審査担当官への案件の配分状況、手持

ち案件、案件の内容に応じ、適宜配分替えを行うことにより、長期未処理案件の発生を防

止し、適正な処理を図らなければならない。

第3 進行管理の徹底

1 進行管理責任者の指名

首席審査官等を「進行管理責任者」とする。首席審査官等は、進行管理責任者として自

ら進行管理を行うほか、統括審査官等進行管理を補佐するのに適切な者を「進行管理者」

に指名し、両者が協働して進行管理を行う。

2 進行管理の方法

（1）進行管理責任者及び進行管理者は、毎日振り分け及び配分が適切に行われていること

を確認しなければならない。
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(2) FEISから出力される帳票を活用し、また、各部門の実情に応じた台帳、担当簿、進

行管理簿等の基本台帳を作成し､ 又はパソコンに入力するなどして、進行管理を有効に

機能させる。

（3）進行管理に当たっては、定期的に処理状況を確認し、必要に応じ担当官から報告を求

めるなど、いたずらに標準処理期間が経過することのないよう、配分案件の処理状況の

把握に努めなければならない。

特にD案件に振り分けられた案件については、その後の資料追完状況を的確に把握で

きるように基本台帳等を整備するとともに、同資料の提出後速やかに処理可能とするた

め、担当官別、申請番号順、在留期間の満了日順等に一括して整理・保管する。

（4） なお、第4節第1に規定する標準処理期間内に処理がなされないおそれがある案件に

ついては、進行管理責任者又は進行管理者が当該案件の処理方針を具体的に指示し、早

期処理に努めなければならない。

（5）処分結果の通知後申請者が出頭しない場合には再度の出頭通知を行い、同通知を行っ

たにもかかわらず出頭しないときは､第10編第1章第4節第1の1に基づき処理する。

また、在留資格認定証明書又は処分結果の通知書が返送された場合には、送付先の確

認を行うなどして再度送付したときを除き、速やかに不交付又は不許可処分とし、当該

処分を行った経緯を記録にとどめておく。

3 申請記録の確認

進行管理責任者は、未処理案件に係る申請記録の亡失を防止するため、定期的に当該記

録の所在を確認しなければならない。

4 標準処理期間の厳守

（1）進行管理責任者及び進行管理者は、後記第4節第1に規定する標準処理期間内に処理

することに努めなければならない。
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一一一

第4節 処理期間

第1 標準処理期間
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’’ 鐙蕊鐵蕊蕊
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蔭謹塞迩蕊窺
I

なお、本邦の公私の機関との雇用契約に基づく在留資格認定証明書交付申請案件に関

し、過去3年間にわたり当該機関に係る外国人の入国・在留諸申請について、不交付・

不許可となったことがない機関、又は株式上場企業若しくはこれと同程度の規模を有す

る機関との契約に基づいて活動を行うことを目的とする案件（第3節第1の5参照）に

ついては、申請受付日から10日程度を目途に処理することとし、また、「高度専門職

1号」に係る案件については、10日以内に処理する（第12編第26節の2第10の

3参照）。

’’ 躍蕊讃2
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』
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;蕊劉躍蕊蕊盤

なお、「高度専門職1号」に係る案件（第12編第26節の2第10の3参照）につい

ては申請受付日から5日以内に、「高度専門職2号」に係る案件については2か月以内に、

特定技能所属機関を変更し、他の特定技能所属機関に移行（転職）する「特定技能1号」

に係る案件（第12編第18節の3第7の2参照）については2週間以内に処理する。

3塵霧議篭綱蕊
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なお、「高度専門職1号」に係る案件（第12編第26節の2第10の3参照）につい

ては申請受付日から5日以内に、「高度専門職2号」に係る案件については2か月以内に、

特定技能所属機関を変更し、他の特定技能所属機関に移行（転職）する「特定技能1号」

に係る案件（第12編第18節の3第7の2参照）については2週間以内に処理する。

41蕊蕊藩蕊

’ 灘灘灘調永住許可

永住者の在留資格の取得許可 ■■■
登録支援機関の登録案件

登録支援機関の登録及び登録の更新 ■■

5

第3章 窓口業務の民間委託関係

第1節 体制

入国・在留手続の窓口業務を民間競争入札により委託している官署（以下「民間委託実

施官署」という。）は、受託業者とのコミュニケーションを密にし、受託業者の創意と工

夫を適切に業務に反映させ、迅速かつ適切な窓口業務の確保に努めるものとする。民間委

託実施官署は、受託業者から相談等があった場合は応じるとともに、必要に応じて、窓口

業務の改善等について協議する場を設けるものとする。

第2節 業務

民間委託実施官署は、受託業者から派遣されている者が迅速かつ適切な申請受付業務を行

うことができるよう、受託業者に対して、的確な指導・監督を行うものとする。職員が受付

窓口に常駐しない場合でも、定期的に受付窓口を見回るなど、迅速かつ適切な申請受付業務

を確保するための措置を執るものとする。

1日の申請受付業務の終了後、実際に受け付けた案件の種別や受付件数が申請受付の帳票

等と確実に一致することを確認し、若しくは受託業者に確認させるものとする。また、受託

業者から受付案件の引渡しを受ける際には､案件の種別や件数等の報告を受けるものとする。
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